
（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和５年４月１日

っては直近の修正年月日）

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理システム

実施機関等の名称 徳島県知事

個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県県土整備部住宅課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 県営住宅の管理に関する事務に利用するため

記録項目 １個人番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５

住所・電話番号、６国籍・本籍、７家族状況、８親族

関係、９婚姻歴、１０職業、１１収入・所得、１２公

的扶助、１３心身の機能の障害、１４使用料等収納状

況

記録範囲 県営住宅に入居した者、連帯保証人となった者

記録情報の収集方法 本人又は代理人からの書類提出、実施機関内部又は他

の官公庁からの公用開示

要配慮個人情報 ☑含まれる □含まれない

記録情報の経常的提供先 徳島県住宅供給公社、徳島県営住宅PFI管理センター

開示請求等を受理する組織の名 （名称）徳島県県土整備部住宅課

称及び所在地 （所在地）〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の －

法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 ☑法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号

（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）

するファイル

□有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する ☑該当しない

の募集をする個人情報ファイル

行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－

を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－

作成された行政機関等匿名加工 （名称）－

情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案をすることが

できる期間

備考



（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和７年５月１４日
っては直近の修正年月日）
個人情報ファイルの名称 建築物に係る台帳
実施機関等の名称 徳島県知事
個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県県土整備部住宅課、東部県土整備局＜徳島・吉
れる事務をつかさどる組織の名 野川＞、南部総合県民局県土整備部＜阿南＞、西部総
称 合県民局県土整備部＜三好・美馬＞
個人情報ファイルの利用目的 建築基準法第１２条第８項に基づき整備するもの
記録項目 【建築計画概要書に記載すべき事項】

１建築主、２代理者、３設計者、４建築設備の設計に
関し意見を聴いた者、５工事監理者、６工事施工者、
７地名地番、８住居表示、９都市計画区域及び準都市
計画区域の内外の別等、１０防火地域、１１その他の
区域、地域、地区又は街区、１２道路、１３敷地面積
、１４主要用途、１５工事種別、１６建築面積、１７
延べ面積、１８建築物の数、１９建築物の高さ等、
２０許可・認定等、２１工事着手予定年月日、２２工
事完了予定年月日、２３特定工程工事終了予定年月日
、２４建築基準法第１２条第１項の規程による調査の
要否、２５建築基準法第１２条第３項の規程による検
査を要する防火設備の有無、２６その他必要な事項
【定期調査報告概要書に記載すべき事項】
２７所有者、２８管理者、２９調査者、３０報告対象
建築物、３１調査による指摘の概要、３２調査及び検
査の状況、３３建築物等に係る不具合等の状況、３４
敷地の位置、３５建築物及びその敷地の概要、３６階
別用途別床面積、３７性能検証法等の適用、３８増築
、改築、用途変更等の経過、３９関連図書の整備状況
【処分等概要書に記載すべき事項】
４０建築確認、４１中間検査、４２完了検査、４３そ
の他の処分、４４定期報告等
【全体計画概要書に記載すべき事項】
４５申請者、４６設計者、４７地名地番、４８住居表
示、４９既存建築物の概要、５０二以上の工事に分け
て行うことがやむを得ない理由、５１全体計画に係る
建築物の数、５２主要用途、５３各工事の着手予定年
月日及び完了予定年月日並びに確認申請の要・不要、
５４各工事の概要
【その他の事項】
５５建築基準法施行規則第１条の３の申請書及び第８
条の２第１項において準用する第１条の３の規程によ
る通知書の受付年月日、５６指定確認検査機関から確
認審査報告書の提出を受けた年月日、５７その他特定
行政庁が必要と認める事項

記録範囲 建築基準法に基づく確認申請書を提出した者
（昭和４６年度以降）

記録情報の収集方法 申請者から収集
要配慮個人情報 □含まれる レ含まれない
記録情報の経常的提供先 －



開示請求等を受理する組織の名 （名称）①徳島県県土整備部東部県土整備局＜徳島＞
称及び所在地 （建築指導担当）

②徳島県県土整備部東部県土整備局＜吉野川
＞（総務担当）
③徳島県南部総合県民局県土整備部＜阿南＞
（企画担当）
④⑤徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好
・美馬＞（企画担当）

（所在地）①〒770-0865
徳島県徳島市南末広町６丁目３６番地

②〒779-3304
徳島県吉野川市川島町宮島７３６番地１

③〒774-0030
徳島県阿南市富岡町あ王谷４６番地

④〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ２４１５番地

⑤〒779-3602
徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南
７３番地

訂正及び利用停止に関する他の －
法令の規定による特別の手続等
個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 レ法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号
政令第２１条第７項に該当 （マニュアル処理ファ
するファイル イル）

□有 □無
行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する レ該当しない
の募集をする個人情報ファイル
行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－
を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－
行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－
作成された行政機関等匿名加工 （名称）－
情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工 －
情報に関する提案をすることが
できる期間
備考



（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和５年４月１日
っては直近の修正年月日）
個人情報ファイルの名称 長期優良住宅認定台帳
実施機関等の名称 徳島県知事
個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県県土整備部住宅課、東部県土整備局＜徳島・吉
れる事務をつかさどる組織の名 野川＞、南部総合県民局県土整備部＜阿南＞、西部総
称 合県民局県土整備部＜三好・美馬＞
個人情報ファイルの利用目的 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請

の審査、認定、認定の通知等を行うため
記録項目 【認定申請に記載される事項】

１申請者（譲受人）の住所又は主たる事務所の所在地
、２申請者（譲受人）の氏名又は名称、３分譲事業者
の氏名又は名称、４分譲事業者の住所又は主たる事務
所の所在地、５設計者等、６関係性能評価機関、７確
認機関、８確認年月日、９確認番号、１０申請の根拠
条文、１１申請年月日、１２認定年月日、１３認定番
号、１４建築物の地名地番、１５建物名称、１６敷地
面積、１７工事種別、１８建築面積、１９床面積の合
計、２０建て方、２１住戸の数、２２建築物の最高の
高さ、２３階数、２４構造種別、２５法第６条第２項
に基づく申し出の有無、２６住宅の品質確保の促進等
に関する法律第６条の２第５項の適用の有無、２７維
持保全を行う区分所有法に規定する団体又は法人の名
称、２８建築費、２９維持保全年積立額、３０工事着
手予定年月日、３１工事完了予定年月日、３２住戸の
番号、３３専用部分の床面積、３４譲受人決定予定年
月日、３５定期点検実施予定者名、３６定期点検実施
予定者所在地、３７技術的審査の有無、３８法第６条
第２項に基づく申し出の確認済証番号、３９変更の概
要、４０地位の承継が生じた原因、４１工事完了報告
年月日
【認定申請に添付される事項】
４２設計内容説明書、４３付近見取り図、４４配置図
、４５仕様書、４６各階平面図、４７用途別床面積表
、４８床面積求積図、４９面以上の立面図、５０断面
図又は矩計図、５１基礎伏図、５２各階床伏図、５３
小屋伏図、５４各部詳細図、５５各種計算書、５６機
器表、５７状況調査書、５８委任状（本人申請でない
場合）、５９確認済証（取得している場合）、６０居
住環境基準チェックリスト、６１徳島県建築基準法施
行条例第４条に基づく認定通知書の写し（急傾斜地崩
壊危険区域で建築確認が不要の場合）、６２許可を得
ていることが分かる書類の写し（地すべり防止区域の
場合）、６３工事履歴書（既存住宅の認定申請の場合
）
【地位の継承申請に添付される事項】
６４長期優良住宅の認定通知書の写し、６５売買契約
書又は登記簿謄本の写し、６６委任状（本人申請でな
い場合）

記録範囲 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請
をした者（平成２１年度以降）

記録情報の収集方法 申請者から
要配慮個人情報 □含まれる ■含まれない
記録情報の経常的提供先 －



開示請求等を受理する組織の名 （名称）①徳島県県土整備部東部県土整備局＜徳島＞
称及び所在地 （建築指導担当）

②徳島県県土整備部東部県土整備局＜吉野川
＞（総務担当）
③徳島県南部総合県民局県土整備部＜阿南＞
（企画担当）
④⑤徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好
・美馬＞（企画担当）

（所在地）①〒770-0865
徳島県徳島市南末広町６丁目３６番地

②〒779-3304
徳島県吉野川市川島町宮島７３６番地１

③〒774-0030
徳島県阿南市富岡町あ王谷４６番地

④〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ２４１５番地

⑤〒779-3602
徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南
７３番地

訂正及び利用停止に関する他の －
法令の規定による特別の手続等
個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 ■法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号
（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）
するファイル

□有 □無
行政機関等匿名加工情報の提案 ■該当する □該当しない
の募集をする個人情報ファイル
行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）徳島県県土整備部住宅課
を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地
行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－
作成された行政機関等匿名加工 （名称）－
情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工 －
情報に関する提案をすることが
できる期間
備考



（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和７年５月１４日

っては直近の修正年月日）

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引士資格試験合格者名簿

実施機関等の名称 徳島県知事

個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県県土整備部住宅課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引業法施行規則第１２条第１項に基づく宅

地建物取引士資格試験合格者の名簿作成のため

記録項目 １合格証書番号、２本名、３生年月日、４住所

記録範囲 宅地建物取引士（宅地建物取引主任者）資格試験に合

格した者（昭和４８年以降）

記録情報の収集方法 受験申込者から収集

要配慮個人情報 □含まれる レ含まれない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名 （名称）徳島県県土整備部住宅課（建築指導担当）

称及び所在地 （所在地）〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の －

法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 レ法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号

（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）

するファイル

□有 レ無

行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する レ該当しない

の募集をする個人情報ファイル

行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－

を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－

作成された行政機関等匿名加工 （名称）－

情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案をすることが

できる期間

備考



（第２条関係）様式第１号

個人情報ファイル簿

作成年月日（修正した場合にあ 令和７年５月１４日

っては直近の修正年月日）

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引士資格登録簿

実施機関等の名称 徳島県知事

個人情報ファイルが利用に供さ 徳島県県土整備部住宅課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引業法第１８条第１項に基づく宅地建物取

引士の登録のため

記録項目 １登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５

本籍・性別、６住所、７試験合格年月日・合格証書番

号、８実務経験に関する事項、９国土交通大臣の認定

に関する事項、１０業務に従事する宅地建物取引業者

に関する事項、１１事務禁止等の処分、１２宅地建物

取引士証に関する事項、１３登録の移転に関する事項

記録範囲 宅地建物取引士の登録をしている者

記録情報の収集方法 申請者から収集

要配慮個人情報 □含まれる レ含まれない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名 （名称）徳島県県土整備部住宅課（建築指導担当）

称及び所在地 （所在地）〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の －

法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 レ法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２

（電算処理ファイル） 号

（マニュアル処理ファ

政令第２１条第７項に該当 イル）

するファイル

□有 レ無

行政機関等匿名加工情報の提案 □該当する レ該当しない

の募集をする個人情報ファイル

行政機関等匿名加工情報の提案 （名称）－

を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 （行政機関等匿名加工情報の本人の数）－

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目）－

作成された行政機関等匿名加工 （名称）－

情報に関する提案を受ける組織 （所在地）－

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案をすることが

できる期間

備考


